
市  有  物  件  売 却  要  項 

 

１ 売却物件（公用車両） 

車   名 メーカー 登 録 番 号 型  式 年 式 

タウンボックス 三菱 青森580 

ち4704 
CBA－ 

Ｕ６２Ｗ 

平成２３年５月 

※令和８年５月１９日まで車検有効。ただし、エンジンチェックランプ点灯有り。（不良個所不明） 

車両の運搬、抹消、登録等の手続きに要する費用は落札者が負担すること。 

２ 最低売却価格   車両金額 ３，０００円（消費税抜き） 

    ※売買代金は、入札書に記載した金額に消費税（地方消費税含む）と、別途自動車リサイク

ル預託金額 １０，１２０円を加算した金額となります。 

３ 説明会の日時及び場所 

 日 時  令和８年 １月１４日(水)  午後２時００分 

  場 所  黒石市役所本庁舎 １階 入札室 

 ※説明会への参加は、説明会前日までに財産管理室へ電話で申し込むこと。 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

 日 時  令和８年 ２月１７日(火)  午前１０時００分 

  場 所  黒石市役所 １階 入札室 

５ 入札保証金 

 入札金額の１００分の５以上 

６ 契約書取り交わし時期 

   落札者決定の日から７日以内 

７ 契約保証金 

 契約金額の１００分の１０以上 

８ 入札参加者の資格 

(1)  地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当しない者 

(2)  市町村税の滞納がないこと。 

(3)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に

規定する暴力団及びその構成員に該当しない者 

９ 参加申請 

(1)  入札参加希望者は、市有物件売却の一般競争入札参加申請書及び関係書類１部を提出

し、入札参加資格を有することについて市長の確認を受けること。 

なお、期限までに申請書及び関係書類を提出しない者並びに入札参加資格がないと認

められた者は、入札に参加することができない。 

(2) 提出先 

   黒石市役所 １階 総務部財産管理室  電話 52-2111 内線 142 

 



 

(3) 受付期間 

   令和７年１２月１８日（木）から 令和８年 １月２２日（木）まで 

※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）を除く。 

(4) 受付時間 

   午前８時１５分から１２時まで及び午後１時から５時まで 

(5) 提出方法 

   財産管理室へ直接持参すること。 

(6) その他 

    1)  申請書及び関係書類の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。 

   2)  提出された申請書等は返却しない。 

    3)  提出された申請書等の内容について、別途その内容を聴取することがある。 

10 入札参加資格の確認 

(1) 入札参加資格の確認結果は、令和８年２月６日（金）までに決定し、通知をする。 

入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、書面（様式は任意）により

説明を求めることができる。 

    1)  提出先  黒石市役所 １階 総務部財産管理室 

   2)  提出期限 令和８年 ２月１０日（火）正午まで 

    3)  提出方法 持参により提出する 

(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し書面により速やかに回答す

る。 

11 物件引き渡し 

売買代金完納後、現状のまま引渡しするものとする。落札者は引き渡しを受けた後、道

路運送法に基づく抹消、登録等の手続きを速やかに行うものとする。 

手続きを行った場合には抹消登録証明書の写し、新たな車検証の写しを提出するものとする。 

12 入札手続き 

 (1)  入札保証金は、入札前に市会計管理者に納付すること。 

 (2)  代理人によって入札する者は、入札書に委任状を添付しなければならない。 

 (3)  入札者は、入札用紙に入札物件、金額等を記入し、入札執行員に提出しなければなら

ない。この場合、入札保証金の納付書を提出しなければならない。 

 (4) 既に納付した入札保証金は、これを変更することが出来ない。 

 (5) 次に該当する入札書は無効とする。 

     1) 入札者として資格のない者の入札 

    2) 入札保証金を納付しない者の入札又は、所定の額に達しない者の入札 

     3) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は 

    金額を訂正した入札 



    4) 郵便による入札 

    5) その他入札条件に違反した者の入札 

 (6) 開札は、公告の日時場所で入札者の面前において市吏員立会いのうえ、行うものとす

る。 

   ただし、この場合入札者は、開札に立会わないことを理由に異議を申立てすることがで 

   きない。 

(7) 開札前に売却を取消し又は、事務の都合により売却を中止し、若しくは延期した場合 

   においても、市は入札者に対し、費用その他一切の責任は負わないものとする。 

 (8) 落札者決定の手続きは、次に定めるところによる。 

   1) 予定価格（最低売払価格）以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。 

   2) 落札となるべき同額の入札をしたものが２名以上あるときは、くじをもって落札者 

    を決定する。 

 (9) 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者については、契約保証金を納付 

   してから還付する。 

(10)  落札者が落札の取消しを求め又は、指定の期日までに売却代金を納付しないときは、 

   その落札者を取消し保証金は違約金として没収する。 

(11)  売却物件の引き渡しを受けたときは、受領書を提出しなければならない。 

13 落札者において必要となる費用 

(1) 契約書に貼付する印紙代 

(2) 運搬費用、登録費用、その他引渡しに係る費用等は全て落札者の負担とする。 

14 この要項に定めのない事項は、黒石市契約規則を準用する。 

 

      以    上 

 

 

黒石市長   髙 樋󠄀  憲 

 


